
● 国土交通省の定める保安基準（※）に適合させるため、アンテナアンプ部は下図の「貼付許容範囲」内になる

 ※道路運送車両の保安基準第 29 条（窓ガラス）、細目告示第 39条および別添 37
よう貼り付けてください。

正）

お詫びと訂正
取扱説明書「貼り付ける位置について・張り付け基準範囲」に修正がありますので、お詫びし
訂正いたします。（本紙は、必ず取扱説明書と一緒に保管してください。）

誤）
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